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令和８年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費 

  ６項 防災費                         危機管理政策課（内線：７４９８） 

１目 防災総務費                                  （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

(新)「ぼうさいこく

たい2026in鳥取」開

催事業費 

83,751 0 83,751   
<寄附金> 

10,000 
73,751 

 

トータルコスト 183,311千円（前年度 0千円）[正職員:12.4人] 

１ 事業の目的、概要 

令和８年10月17日・18日に本県で開催される「ぼうさいこくたい2026in鳥取（国主催）」に併せて、本県の特

徴的な防災対策や、食・産業の魅力を全国に発信する等、本県らしい大会を実施する。また、開催を契機に県民

の防災意識を高め、地域防災力の向上を図る。 

 

２ 主な事業内容 

 細事業名 内容 予算額 

１ 防災推進国民大会 
 

セッション（講演等）、出展（ブース・パネル・車両展示・ワークシ
ョップ等）等で構成される「ぼうさいこくたい」大会本体の開催。 
 

国実施

２ 大会附随事業 
 

 大会開催に係る県内機運醸成、開催を契機とした防災意識醸成、鳥
取県ならではの出展（消防・防災の特徴的な取組、中部地震10年総括
等）、若者・女性の大会参画促進、大会本番時の開催地全体の総合的な
運営など、大会実施に附随した事業を実施。 
 

30,000

３ 併催イベント開催  賑わい創出及び本県の魅力発信として、“防災”に絡めた食及び産業
分野の併催イベントを開催。 
 

30,000

４ 警備対策費 （県直接執行分） 
 

23,751

合計 83,751

※大会本体（国主催部分）に係る経費（会場代、設備・備品等に係る経費）は内閣府が負担 

 

３ その他（改善点等） 

 ・県内の幅広い防災関係者と意見交換するなどし、大会開催を契機とした県民の防災意識の向上、防災活動の活

性化等を着実に推進していく。 

・全国から多くの来場者が見込まれており、国及び昨年立ち上げた「ぼうさいこくたい鳥取県運営委員会」など

の関係機関と緊密に連携し、本県の特徴的な防災関連活動や、食・産業等、本県の特色・魅力を広く発信する。 
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令和８年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費                               

６項 防災費                            危機管理政策課（内線：７７９０） 

１目 防災総務費                                                        （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

防災体制整備事業 24,251 23,957 294    24,251 
 

 

トータルコスト 92,011 千円（前年度 89,938 千円）［正職員：7.5 人、会計年度任用職員：2.0 人］ 

 

１ 事業の目的、概要 

「東日本大震災」を契機として重要性が広く認識された業務継続計画（ＢＣＰ）について、実効性のあるも

のとし継続的に運用していくとともに、大規模災害時に必要となる住家の被害認定業務等を実施、指導できる

人材を育成していくなど平時から防災業務体制の強化を図る。 

 

２ 主な事業内容 

細事業名 内容 予算額 

(１)災害時等における鳥取県版

主要業務の継続計画推進事

業  

各主体（企業、医療・福祉施設等）と連携して業務継続の

実効性向上を目的として推進会議やＢＣＰ訓練を実施す

る。 

1,523  

 

(２)徳島県との危機事象発生時

相互応援協定具体化事業  

鳥取、徳島両県の企業・団体等が連携して行う相互応援事

業について支援を行う。 

（交付金の上限：100 千円/団体） 

100 

 

(３)住家の被害認定・罹災証明業

務の指導者育成事業  

 

自ら当該業務を実施し、技術的な指導ができる人材を育成

するため、市町村の職員を対象に研修会（座学及び実技演

習）を開催する。 

400 

 

(４)広域支援体制整備総合事業 リエゾン（被災地に派遣される情報連絡員）に必要不可欠

な携行品等の整備及びリエゾン職員研修を開催する。 

1,816 

(５)防災総務事業費 

 

県地域防災計画の修正等を審議するための鳥取県防災会

議の開催をはじめ、危機管理部内の連絡調整、管理運営、

災害対策用の資機材（トイレカー、シャワーカー、スター

リンク）の維持管理等を行う。 

20,412 
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令和８年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費                               

６項 防災費                        危機対策・情報課（内線：７７８９） 

１目 防災総務費                                                      （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

(新)災害対策本部

設備機能強化事業 

継続費 

381,843 

 

152,737 

 

 

 

0 

 

 

 

152,737 

 

継続費 

381,000 

<45,600> 

152,000 

 

継続費 

   843 

 

  737 

県費負担

46,337

トータルコスト 155,146千円（前年度 0千円）[正職員:0.3人] 

 

１ 事業の目的、概要 

災害対策室等の映像音響設備（平成25年整備）の老朽化に伴い、機器の更新を行うとともに機能を強化し、災

害時の安定運用及び災害対応力の向上を図る。 

 

２ 主な事業内容 

災害対策室等の映像処理設備、音響設備及び制御装置の全面更新工事を行う。 

併せて、災害対策室、緊急事態対処センター及び災害オペレーション室間の映像及び音声の情報共有を進め、

操作の利便性及び機能向上を図る。 

（整備年度 令和８～９年度） 

 

３ その他（改善点等） 

  全面更新により、大規模災害時に災害対策室等で、確実に必要な情報を収集、配信可能となり、より迅速な災

害対応を行う。 

 

 

（注）起債欄の＜ ＞書きは交付税措置額を除いた額である。 

県費負担額は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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令和８年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費                               

６項 防災費                       原子力安全対策課（内線：７８７３） 

１目 防災総務費                                                     （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

原子力防災対策事業 

債務負担行為  

25,101 

512,701 

債務負担行為 

303,796 

514,138 

債務負担行為 

△278,695  

△1,437 

債務負担行為  

25,101  

392,701 

 

＜雑入＞ 

40,000 

 

80,000  

トータルコスト 624,610 千円（前年度 625,074 千円）［正職員：13.0 人、会計年度任用職員：2.0 人］ 

１ 事業の目的、概要 

中国電力(株)島根原子力発電所及び（国研）日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センターに必要な

原子力防災対策を講じる。 
 

２ 主な事業内容 

原子力災害時の情報共有等に必要な原子力防災ネットワーク等の保守、原子力防災資機材の整備、原子

力防災訓練、県民等への防災研修等を実施し、原子力防災対策の強化を進める。 

内容 国交付金 事業内容 予算額 

初動体制の

強化等 

原子力発電施

設等緊急時安

全対策交付金 

・防災活動資機材整備・維持管理、原子力防災支援基地の管理運用 

・原子力防災訓練、原子力防災普及啓発 

・原子力防災ネットワーク等のシステムの保守管理 

・先進システムの保守管理等 

291,710 

放射線監視等

交付金 

・環境放射線モニタリングシステムの保守管理 

・モニタリング測定機器の保守点検 
100,991 

原子力災

害医療体

制の整備 

原子力発電施

設等緊急時安

全対策交付金 

・原子力災害拠点病院等の放射線防護対策施設の保守管理 

・放射線測定器の校正、被ばく医療研修の実施、安定ヨウ素剤更新等 

(26,913) 

福祉保健部で

計上 

モニタリ

ング体制

の整備 

放射線監視等

交付金 

・原子力環境センターの機器の保守・整備等 (27,807) 

生活環境部で

計上 

２市への

交付金 

中国電力から

の拠出金 

・米子市、境港市が行う原子力防災対策 
120,000 

                                                                     

 

３ その他（改善点等） 

・国に対して原子力防災体制の充実に必要な予算の確保要望を継続していくとともに、複合災害に係る

対応や避難の実効性向上に向けた取組を引き続き行っていく。 
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当該年度提出に係る分

期　　　間 金　　額 期　　　間 金　　額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

令和８年度
危機管理情報システ
ム管理運営事業

危機対策・
情報課

10,415 令和９年度 10,415 7,000 3,415

令和８年度
原子力防災対策事業

原子力安全
対策課

25,101
令和９年度から
令和13年度まで

25,101 25,101

原子力防災車両
賃借、避難経路
監視カメラシス
テム保守運用

備考

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　項 限度額
前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額

左　 の 　財 　源 　内 　訳

特　　定　　財　　源
一般財源

課名
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議案第３４号（条例関係）          原子力安全対策課（内線：７８７３）  

条
例
名
等 

 

鳥取県基金条例の一部を改正する条例 

提 
 

出 
 

理 
 

由 
 

及 
 

び 
 

概 
 

要 

 

１ 提出理由 

  鳥取県と中国電力との島根原子力発電所に係る原子力防災に関する財源

協力協定について、基金への積立て条項を削除したことに伴い、鳥取県原子

力防災対策基金を廃止する。 

 

 

 

２ 概  要 

（１）鳥取県原子力防災対策基金は、廃止する。 

（２）施行期日は、令和８年６月１日とする。 
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鳥取県基金条例の一部を改正する条例 

 

第３条 鳥取県基金条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表第１（第２条、第３条、第５条、第７条関係） 
     

名称 設置目

的 

積

立

て 

運用益金の

整理又は処

理 

処分事由 

 略 

23 鳥

取県

未来

人材

育成

基金 

県内

外の産

業界の

協力を

得て、

奨学金

の返還

支援事

業を行

うこと

に よ

り、大

学生等

の県内

への就

業を支

援し、

県内産

業を担

う人材

の育成

及び確

保を図

る こ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一

般

会

計

歳

入

歳

出

予

算

に

定

め

る

額 

一般会計歳

入歳出予算

に計上して

当該基金に

積立て 

当該基

金の設置

目的を達

成するた

めに必要

な経費の

財源に充

て る と

き。 

別表第１（第２条、第３条、第５条、第７条関係） 
     

名称 設置目

的 

積

立

て 

運用益金の

整理又は処

理 

処分事由 

 略 

23 鳥

取県

未来

人材

育成

基金 

県内

外の産

業界の

協力を

得て、

奨学金

の返還

支援事

業を行

うこと

に よ

り、大

学生等

の県内

への就

業を支

援し、

県内産

業を担

う人材

の育成

及び確

保を図

る こ

と。 

一

般

会

計

歳

入

歳

出

予

算

に

定

め

る

額 

一般会計歳

入歳出予算

に計上して

当該基金に

積立て 

当該基

金の設置

目的を達

成するた

めに必要

な経費の

財源に充

て る と

き。 

     

24 鳥

取県

原子

力防

災対

策基

金 

島根

原子力

発電所

に係る

原子力

防災対

策の円

滑な実

一

般

会

計

歳

入

歳

出

(１) 一般

会計歳入

歳出予算

に計上し

て、当該

基金の設

置目的を

達成する

当該基

金の設置

目的を達

成するた

めに必要

な経費の

財源に充

て る と
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施を図

る こ

と。 

予

算

に

定

め

る

額 

ために必

要な経費

の財源に

充当 

(２) (１)

のほか、

一般会計

歳入歳出

予算に計

上して基

金に積立

て 

き。 

 
 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(２) 第３条の規定 令和８年６月１日 
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